
あなたのくらしと明日を支える、サポート・マガジン

インターネット選挙運動
次の国政選挙からついに解禁!！
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070の
携帯電話番号が
利用できる？

最
近
ニ
ュ
ー
ス
で
、
携
帯
電
話
で
も
０ 

７ 

０
の
番
号

が
利
用
可
能
に
な
る
と
見
た
の
で
す
が
？

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
の
普
及
に
よ
る
携
帯
電
話
２
台
持

ち
利
用
者
の
増
加
な
ど
に
よ
り
、
携
帯
電
話
の
需
要

が
高
ま
り
、
将
来
的
に
使
用
可
能
な
０
８
０・０
９
０
の
不

足
が
想
定
さ
れ
た
た
め
で
す
。
平
成
25
年
11
月
か
ら
徐
々
に

０
７
０
の
携
帯
番
号
が
加
わ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

な
る
ほ
ど
。
最
近
は
、ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
と
タ
ブ
レ
ッ

ト
み
た
い
に
２
台
持
っ
て
い
る
人
も
い
ま
す
も
ん

ね
。今
使
っ
て
い
る
番
号
は
そ
の
ま
ま
使
え
ま
す
か
？

携
帯
電
話
も
Ｐ
Ｈ
Ｓ
も
、
現
在
ご
利
用
の
番
号
は
継

続
し
て
ご
利
用
い
た
だ
け
ま
す
よ
。

Ｐ
Ｈ
Ｓ
も
０
７
０
で
す
が
、
相
手
が
Ｐ
Ｈ
Ｓ
だ
と
わ

か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
せ
ん
か
？

平
成
25
年
11
月
ま
で
に
、
Ｐ
Ｈ
Ｓ
に
電
話
を
か
け
る

と
、
通
常
の
呼
び
出
し
音
の
前
に
識
別
音
が
鳴
る
よ

う
に
な
り
ま
す
。そ
れ
以
外
に
も
、０
７
０
の
後
ろ
に
５
か
６

が
続
く
番
号
は
Ｐ
Ｈ
Ｓ
で
、
１
～
４
ま
た
は
７
～
９
が
続
く

番
号
は
携
帯
電
話
と
な
り
ま
す
の
で
、
番
号
で
も
区
別
で
き

ま
す
。し
か
し
、将
来
、携
帯
電
話
と
Ｐ
Ｈ
Ｓ
の
番
号
ポ
ー
タ
ビ

リ
ティ
が
導
入
さ
れ
た
場
合
に
は
、番
号
で
の
区
別
は
つ
か
な

く
な
り
ま
す
。

識
別
音
は
わ
か
り
や
す
い
で
す
ね
！　
携
帯
電
話
で

０
７
０
の
番
号
を
も
ら
っ
て
も
０
８
０
や
０
９
０

の
携
帯
電
話
と
同
じ
よ
う
に
使
え
ま
す
か
？

０
８
０
や
０
９
０
の
携
帯
電
話
と
同
じ
よ
う
に
ご

利
用
い
た
だ
け
ま
す
の
で
、安
心
し
て
く
だ
さ
い
。

まとめ
070から始まる番号
が、平成25年11月か
ら、携帯電話に徐々に
加わります。

URL
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/
top/tel_number/070keitai.html
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特集

インターネット
選挙運動

次の国政選挙から
ついに解禁！!

つ
い
に

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

選
挙
が
解
禁
に

な
っ
た
か
…

ふ
む

❶

ち
ょ
っ
と

ち
ょ
っ
と
!!

早
速
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で

投
票
し
ち
ゃ
う
の
だ
!!

よ
〜
し
…

お
父
さ
ん
は

❷

あ
な
た

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
選
挙
が

解
禁
っ
て
言
っ
て
も

私
た
ち
有
権
者
が

ネ
ッ
ト
で
選
挙
運
動
が

で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
け
ど
、

ネ
ッ
ト
で
投
票
は

で
き
な
い
の

❸

こ
ら
こ
ら

未
成
年
者
は

        

選
挙
運
動
が

で
き
な
い
の
よ

そ
う
そ
う
!!

さ
あ
っ
て
と

あ
た
し
は

イ
ケ
メ
ン
候
補
者
の

応
援
を
…

❹

次の国政選挙から
インターネットを使った選挙運動が

できるようになります！
選挙運動期間における候補者に関する情報の充実、

有権者の政治参加の促進等を図るため、次の国政選挙からインターネットを利用する選挙運動が解禁されます。
ただし、選挙運動用電子メールを送ることができるのは候補者・政党等に限られます。

【注】有権者が、電子メールを
使って選挙運動を行うこと
は禁止です！

【注】電子メールアドレス等の表示義務あり！

【注】氏名、電子メールアドレ
ス等の表示義務あり！
【注】送信相手の求め・同意等
送信先についての規制あり！
【注】一定の記録の保存義務
あり！

有権者

有権者

電子メール

電子メール

候補者 政党等

このたびの選挙では
○○さんを当選させよう。 私に清き一票を！

○○党へ投票
してください！

ホームページ、ブログ、掲示板、
SNS（ツイッター、フェイスブック等）、
動画共有サービス、動画中継サイト等

ウェブサイト等

このたびの選挙で
は

是非○○さんを

当選させましょう

○○花子
<○○@○○ .n

e.jp>

<○○@○○.ne.jp>

<○○@○○.ne.jp>

私に清き一票を！

私に清き一票を！

○○太郎

○○太郎

❖詳しくは、総務省のホームページをご覧ください。 ネット選挙運動総務省 検索
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これらの禁止行為は　 処罰の対象となります！
誹謗中傷・なりすまし等に関する刑罰（例）

氏名等を偽って
通信してはいけません！

当選させる、もしくは当選させない目的をもって真実
に反する氏名、名称または身分の表示をして、インタ
ーネットを利用する方法により通信した者は処罰され
ます（公職選挙法第235条の5）。

候補者に関し虚為の事項を
公開してはいけません！

当選させない目的をもって候補者に関し虚為の事項
を公にし、又は事実をゆがめて公にした者は処罰さ
れます（公職選挙法策235条第2項）。

候補者等のウェブサイトを
改ざんしてはいけません！

候補者のウェブサイトを改ざんするなど、不正の方法
をもって選挙の自由を妨害した者は、選挙の自由妨害
罪により処罰されます（公職選挙法第225条第2号）。
不正アクセス罪（不正アクセス行為の禁止等に関す
る法律第3条、第11条）にも該当します。

悪質な誹謗中傷行為を
してはいけません！

公然と事実を明らかにし、人の名誉を段損した者は
処罰されます（刑法第230条第1項）。事実を明らかに
せずとも、公然と人を侮辱した者は侮辱罪により処罰
されます（刑法第231条）。

選挙運動の方法等に関する規制（例）

未成年の選挙運動は
禁止されています！

年齢満20歳未満の者は、インターネット選挙運動を
含め、選挙運動をすることができません（公職選挙法
第137条の2、第239条）。インターネットが身近な世
代だけに、保護者の監督も重要です。

有権者は電子メールを使って
選挙運動をしてはいけません！

電子メールを使って選挙運動用の文書図画を頒布で
きるのは、候補者・政党等に限ります。有権者は、候補
者・政党等から送られてきた選挙運動用電子メールを
転送により頒布することもできません。（公職選挙法
第142条の4、第142条、第243条）。

選挙運動期間外に
選挙運動をしてはいけません！

インターネット選挙運動が解禁になっても、選挙運動
は、公示・告示日から投票日の前日までしかすることが
できません（公職選挙法第129条、第239条）。

HPや電子メール等を印刷して
頒布してはいけません！

選挙運動用のホームページや、候補者・政党等から届
いた選挙運動用の電子メール等、選挙運動用の文書
図画をプリントアウトして、頒布してはいけません（公
職選挙法第142条、第243条）。
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、

「インターネット選挙運動」　がわかる　　 Q&A教えて！

平
成
25
年
4
月
19
日
に
改
正

法
が
成
立
し
ま
し
た
が
、
い
つ

か
ら
施
行
さ
れ
、
ど
の
選
挙
か

ら
適
用
さ
れ
ま
す
か
？

本
改
正
法
は
、
公
布
の
日（
4

月
26
日
）か
ら
起
算
し
て
ひ
と

月
を
経
過
し
た
日
（
5
月
26

日
）か
ら
施
行
さ
れ
、施
行
日
以
降
初
め

て
公
示
さ
れ
る
国
政
選
挙
（
衆
議
院
議

員
の
総
選
挙
ま
た
は
参
議
院
議
員
の
通

常
選
挙
）の
公
示
の
日
以
後
に
、そ
の
期

日
を
公
示
ま
た
は
告
示
さ
れ
る
国
政
選

挙
お
よ
び
地
方
選
挙
に
つ
い
て
適
用
さ

れ
ま
す
。

Q1A1

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
選
挙
運
動
に

お
い
て
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う

な
手
段
を
利
用
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
か
？

す
べ
て
の
人
（
未
成
年
者
等
、

選
挙
運
動
を
禁
じ
ら
れ
た
人

以
外
）は
、
選
挙
運
動
に
お
い

て
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
を
利
用
す
る

方
法
」の
う
ち
、「
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
等
を

利
用
す
る
方
法
」
（
電
子
メ
ー
ル
を
利

用
す
る
方
法
以
外
の
方
法
）
を
利
用
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

具
体
的
に
は
、
①
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

②
ブ
ロ
グ
・
掲
示
板　

③Tw
itter

やFacebook

な
ど
の
ソ
ー
シ
ャ
ル

ネ
ッ
ト
ワ
ー
キ
ン
グ
サ
ー
ビ
ス
（
以

下
、
S
N
S
）
④
動
画
共
有
サ
ー
ビ
ス

（Y
ouTube

、
ニ
コ
ニ
コ
動
画
等
）
⑤

動
画
中
継
サ
イ
ト（U

stream

、ニ
コ
ニ

コ
動
画
の
生
放
送
等
）
な
ど
が
利
用
で

Q2A2

き
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

電
子
メ
ー
ル
を
利
用
す
る
方
法
と

は
、
そ
の
全
部
又
は
一
部
に
シ
ン
プ
ル
・

メ
ー
ル
・
ト
ラ
ン
ス
フ
ァ
ー
・
プ
ロ
ト
コ

ル
が
用
い
ら
れ
る
通
信
方
式
（
Ｓ
Ｍ
Ｔ

Ｐ
方
式
）
と
、
電
話
番
号
を
送
受
信
の

た
め
に
用
い
て
情
報
を
伝
達
す
る
通
信

方
式
（
電
話
番
号
方
式
）
の
２
つ
で
す
。

選
挙
運
動
用
電
子
メ
ー
ル
の
送
信
主
体

は
、候
補
者
、政
党
等
に
限
ら
れ
ま
す
。

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
等
を
利
用
す
る

方
法
に
よ
り
選
挙
運
動
用
の

文
書
図
画
を
頒
布
す
る
場
合
、

表
示
義
務
は
あ
り
ま
す
か
？　

あ
る
場

合
は
、表
示
内
容
も
教
え
て
く
だ
さ
い
。

文
書
図
画
を
頒
布
す
る
者

は
、
そ
の
頒
布
す
る
文
書
図

画
に「
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

等
」、
す
な
わ
ち「
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ

ス
そ
の
他
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
を
利

用
す
る
方
法
に
よ
り
そ
の
者
に
連
絡
を

す
る
際
に
必
要
と
な
る
情
報
」
を
表
示

し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

具
体
例
と
し
て
は
、
電
子
メ
ー
ル
ア

ド
レ
ス
の
ほ
か
、
返
信
用
フ
ォ
ー
ム
の

U
R
L
、Tw

itter

の
ユ
ー
ザ
ー
名
な
ど

が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

こ
れ
ら
の
情
報
を
表
示
さ
せ
る
こ
と

Q3A3

に
よ
り
、記
載
内
容
に
責
任
を
持
た
せ

反
論
等
の
場
合
の
連
絡
先
を
明
ら
か
に

す
る
こ
と
で
、
誹
謗
中
傷
や
な
り
す
ま

し
を
抑
制
し
よ
う
と
い
う
趣
旨
で
す
。

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
等
を
利
用
し

て
頒
布
す
る
文
書
図
画
へ
の

表
示
義
務
で
す
が
、
電
子
メ

ー
ル
ア
ド
レ
ス
等
を
ど
こ
に
表
示
す
れ

ば
義
務
を
果
た
し
た
こ
と
に
な
り
ま
す

か
？　

ま
た
、
掲
示
板
やTw

itter

や

Facebook

な
ど
の
場
合
は
、ど
の
よ
う

に
表
示
す
れ
ば
い
い
の
で
し
ょ
う
か
？

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
（
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
）
の
場
合
は
、
ト
ッ
プ
ペ
ー

ジ
に
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

等
を
分
か
り
や
す
く
表
示
す
る
の
が
原

則
で
す
。
た
だ
し
、ト
ッ
プ
ペ
ー
ジ
に
戻

れ
な
い
ペ
ー
ジ
の
場
合
は
、そ
の
ペ
ー
ジ

内
に
表
示
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

掲
示
板
の
場
合
は
、ひ
と
つ
ひ
と
つ
の

書
き
込
み
に
、電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
等

の
連
絡
先
を
表
示
さ
せ
ま
す
。
ID
や
ハ

ン
ド
ル
ネ
ー
ム
等
そ
れ
だ
け
で
は
本
人

に
連
絡
を
取
る
こ
と
が
で
き
な
い
情
報

の
み
の
表
示
で
は
、
表
示
義
務
を
果
た

し
て
い
る
と
は
認
め
ら
れ
ま
せ
ん
。
た

だ
し
、ID
や
ハ
ン
ド
ル
ネ
ー
ム
な
ど
を
ク

リ
ッ
ク
す
る
と
、そ
の
人
に
電
子
メ
ー
ル

Q4A4

を
送
れ
る
場
合
等
は
、
表
示
義
務
を
果

た
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

Tw
itter

やFacebook

の
場
合

は
、
投
稿
す
る
と
自
動
的
に
投
稿
者
の

ユ
ー
ザ
ー
名
が
表
示
さ
れ
、
か
つ
ユ
ー
ザ

ー
名
を
使
っ
て
連
絡
す
る
こ
と
が
で
き
る

の
で
、
投
稿
文
面
に
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ

ス
等
を
表
示
さ
せ
ず
と
も
、表
示
義
務
を

果
た
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

候
補
者
や
政
党
等
の
ウ
ェ
ブ
サ

イ
ト
が
本
物
か
ど
う
か
は
、
ど

の
よ
う
に
確
認
す
れ
ば
い
い
の

で
し
ょ
う
か
？

候
補
者
や
政
党
等
は
、
立
候

補
届
出
の
際
に
、
選
挙
運
動

用
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
（
各
自
１

サ
イ
ト
に
限
る
）
の
U
R
L
を
届
け
出

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

各
選
挙
管
理
委
員
会
等
に
届
出
の
あ

Q5A5

っ
た
U
R
L
は
告
示
さ
れ
、
報
道
機
関

等
に
提
供
さ
れ
ま
す
。
さ
ら
に
そ
の
一

覧
が
、
選
挙
管
理
委
員
会
等
の
ウ
ェ
ブ

サ
イ
ト
に
掲
載
さ
れ
ま
す
。

選
挙
期
日
の
当
日
に
ウ
ェ
ブ
サ

イ
ト
を
更
新
し
た
り
、
掲
載
し

て
い
る
文
書
図
画
を
削
除
せ

ず
残
し
た
り
す
る
こ
と
は
で
き
る
の
で

す
か
？

選
挙
運
動
が
で
き
る
の
は
選

挙
の
公
示
・
告
示
の
日
か
ら

選
挙
期
日
の
前
日
ま
で
と
さ

れ
て
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、選
挙
期
日

の
当
日
の
文
書
図
画
の
頒
布
は
、
従
来

通
り
、
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。
選
挙
運

動
用
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
の
更
新
や
電
子
メ

ー
ル
の
送
信
は
行
う
こ
と
が
で
き
ま
せ

ん
。

　

た
だ
し
、
選
挙
期
日
の
当
日
に
、
選
挙

Q6A6

運
動
用
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
削
除
せ
ず
そ

の
ま
ま
残
し
て
お
く
こ
と
は
で
き
ま
す
。

そ
の
他
に
は
、
ど
の
よ
う
な
こ

と
が
改
正
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う

か
？有

料
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
広
告

に
つ
い
て
は
、政
党
等
の
選
挙

運
動
用
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
直

接
リ
ン
ク
す
る
政
治
活
動
用
広
告
を
政

党
等
に
の
み
認
め
る
こ
と
と
さ
れ
ま
し

た
。

　

ま
た
、
な
り
す
ま
し
や
誹
謗
中
傷
へ

の
対
策
と
し
て
、
①
氏
名
等
の
虚
偽
表

示
罪
の
対
象
に
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等

を
利
用
す
る
方
法
が
追
加
さ
れ
る
と
と

も
に
、
②
選
挙
運
動
用
文
書
図
画
等
に

つ
い
て
の
プ
ロ
バ
イ
ダ
責
任
制
限
法
の

特
例
が
追
加
さ
れ
ま
し
た
。
あ
わ
せ

て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
を
利
用
し
た

選
挙
期
日
後
の
挨
拶
行
為
の
解
禁
、
屋

内
の
演
説
会
場
内
に
お
け
る
映
写
等
の

解
禁
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
の
適
正
な

利
用
に
つ
い
て
の
努
力
義
務
の
追
加
、

電
子
メ
ー
ル
及
び
有
料
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
広
告
に
関
す
る
検
討
規
定
の
追
加
等

の
改
正
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

詳
し
い
改
正
内
容
は
、
総
務
省
の
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

Q7A7

詳しくは、総務省のHPをご覧ください。

『インターネット選挙運動の
解禁に関する情報』

http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/
naruhodo/naruhodo10.html

正
し
く

使
お
う
！

ネット選挙運動総務省 検索
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「国民のための
情報セキュリティサイト」が

リニューアル！
平成25年4月、「国民のための情報セキュリティサイト」がリニューアルオープン。
親しみやすいデザインで、近年の動向を踏まえたコンテンツになりました。
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国民のための情報セキュリティサイト 検索

般
利
用
者
に
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ

対
策
の
知
識
を
分
か
り
や
す
く

提
供
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
、平
成
15
年

度
に
オ
ー
プ
ン
し
た
「
国
民
の
た
め
の
情

報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
サ
イ
ト
」。
昨
今
、ス
マ

ー
ト
フ
ォ
ン
や
ソ
ー
シ
ャ
ル
ネ
ッ
ト
ワ
ー

キ
ン
グ
サ
ー
ビ
ス
（
Ｓ
Ｎ
Ｓ
）
な
ど
の
新

た
な
技
術
や
サ
ー
ビ
ス
が
登
場
し
、情
報

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
を
取
り
巻
く
環
境
が

大
き
く
変
化
し
た
こ
と
か
ら
、そ
の
動
向

を
踏
ま
え
た
コ
ン
テ
ン
ツ
の
刷
新
を
行
い

ま
し
た
。
猫
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
も
誕
生

し
、デ
ザ
イ
ン
面
で
も
親
し
み
や
す
い
サ

イ
ト
に
な
っ
て
い
ま
す
。

一

「国民のための情報セキュリティサイト」
リニューアルのポイント
スマートフォンなどの普及、子供のインターネット利用の増加など、

情報セキュリティ対策を取り巻く環境の変化に対応したリニューアルを行いました。

point01最新の技術動向を踏まえ、コンテンツを刷新
利用者が注意すべき最新の脅威とその対策
　新たな技術やサービスの登場に伴い、インターネット利用の危険性も変化してきています。
　急速に普及するスマートフォンを利用する際の注意点や、利用者の急増しているソーシャル
ネットワーキングサービス（ＳＮＳ）利用上の注意点、特定の個人や組織を狙った標的型攻撃メー
ルへの対策など、最新の動向を踏まえた情報セキュリティ対策を解説しています。

point02小学生とその保護者向けの「キッズサイト」を新設

親子で一緒に読むコンテンツ
　小学生が自分の力で安全に情報機器やインターネットを使えるよう
になるまでは、保護者の援助が不可欠。「キッズサイト」は親子で一緒
にコンテンツを読み進めていき、共に情報セキュリティについて理解を
深められる内容になっています。子供のインターネットの利用の仕方に
よっては、犯罪に巻き込まれたり、プライバシーの侵害になる可能性も
あるので、親子で学習してみましょう。

小学生と保護者双方に向けたポイント説明
　小学生の情報機器利用の増加に伴い、小学生とその保護者に向けた「キッズサイト」を新
設。インターネットや情報機器を利用する上で注意すべきことを、小学生向けにわかりやす
く紹介するほか、保護者の方に注意していただきたい点も解説しています。

point03最新ウェブアクセシビリティ規格に対応
高齢者、障碍者を含む誰もが利用しやすい構成
　音声読み上げブラウザでのページ読み上げに対応、背景と文字色の組み合わせなどを色覚障碍者に配慮す
るなど、最新のウェブアクセシビリティ標準基準であるJIS  X  8341-3:2010に対応し、高齢者、障碍者を含む
誰もが利用しやすい構成に改修されました。



Ministry of Internal Affairs and Communications
MIC FOCUS

新「国民のための情報セキュリティサイト」の
ご紹介

一般向けのサイト
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　情報セキュリティ初心者のための基
礎知識はもちろん、利用シーンに応じ
た情報セキュリティ対策情報を提供す
る一般向けのサイトです。

●基礎知識
インターネットを使ったサービスの仕組
みや、主な脅威と対策などを解説。
●一般利用者の対策
ウイルス対策などの基本の対策と、インタ
ーネットバンキングやSNSなどの具体的
なサービス利用時の注意点などを解説。
●企業・組織の対策
組織幹部、一般の社員・職員、情報管理担
当者の対象別の対策を解説。具体的な
被害事例のエピソードも紹介。

キッズ向けのサイト
　子供がインターネットを安心して楽し
く利用するために、情報セキュリティに
関して学ぶことができるページです。

●基礎知識
インターネットとは何か、ホームページや
電子メールの仕組みなどを説明。
●どんな危険があるの？
ウイルスや詐欺など子供がインターネッ
ト利用時に遭遇する恐れのある代表的
な脅威を説明。
●安全の基本
ルールやマナーを守ったインターネット
利用を推奨し、脅威への対策などを紹介。
●サービスごとの対策
メール、ホームページ、スマートフォン、
SNSなどの代表的なサービスを利用す
る場合の注意点についても説明。

コンテンツの一例
スマートフォンやＳＮＳを使うときに、どのような点に注意すればよいかなど、

最新の情報セキュリティ対策を解説しています

携帯電話・スマートフォン
・タブレット端末の注意点
　スマートフォンは、従来の携帯電話
に比べてパソコンに近い性質を持
った情報端末です。不正なアプリケ
ーションをインストールしてしまうこ
とで、ウイルスに感染する危険性が
あります。最近は電話帳内の連絡先
情報を十分な説明なく収集するもの
もあり、その場合、自分だけでなく友
人・知人にも被害を及ぼすことにな
ります。
　ウイルス対策ソフトを入れる、信
頼できないアプリケーションを不用
意にインストールしないなどの対策
が必要です。
　また、スマートフォンで撮影した写
真には、自動的に位置情報が含まれ
ていることがあり、気づかずSNSな
どへ投稿した場合には、自分の居場
所を他人に特定されてしまう危険性
もあるので、注意しましょう。

SNS利用上の注意点
　近年、普及しているSNS。安易な
書込みがトラブルに発展したり、知
り合い同士の空間であるという安
心感を利用して、詐欺やウイルスの
配布を行う事例も急増しています。
　SNSでは、実在の人物・組織の名
前を使った偽アカウントや架空アカ
ウントを悪用して、個人情報を収集
したり、不正リンクの投稿などが行
われる事例もあります。直接の知人
や信頼できる公式アカウント以外の
アカウントに対しては、安易にフォロ
ー（購読）したり、友達になったりしな
いようにしましょう。
　また、URLを短縮して表示する機
能が、フィッシング詐欺やワンクリッ
ク詐欺などに悪用される事例も確認
されています。クリックの際には注
意が必要です。

標的型攻撃への対策
　最近、特定の企業や組織を狙った

「標的型攻撃メール」により、重要な
情報が盗まれる事件が頻発してい
ます。
　標的型攻撃メールとは、業務に関
する内容などを巧妙に装ったウイル
ス付きのメールのことです。不特定
多数に送信されるスパムメールと異
なり、不審な点が少なく、気づきにく
いのが特徴です。
　たった1人の社員や職員が、標的
型攻撃メールの添付ファイルを開封
したり、リンクをクリックしただけで
も、組織全体がウイルスに感染し、
機密情報が漏洩することがありま
す。こうした攻撃の手口をよく知り、
少しでもおかしいと感じたら、情報
管理部門などに確認するようにして
ください。

その他のコンテンツについては・・・
「国民のための情報セキュリティサイト」
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_
tsusin/security/index.html

アクセス
してね！
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2013年7月8日から

外国人住民の方についても
「住基ネット」「住基カード」の
運用がスタートします！
外国人の方についても、「住基ネット」の運用が開始されます。
また、「住基カード」の交付を受けることができるようになります。

「住基ネット」＝住民基本台帳ネットワークシステムの略称　「住基カード」＝住民基本台帳カードの略称

●「
住
基
ネ
ッ
ト
」と
は
？

　
居
住
関
係
を
公
証
す
る
「
住
民
基

本
台
帳
」
を
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
し
た

全
国
共
通
の
本
人
確
認
が
で
き
る
シ

ス
テ
ム
で
す
。
こ
の
シ
ス
テ
ム
は
、住

民
の
方
々
の
利
便
性
を
高
め
、
国
及

び
地
方
公
共
団
体
の
行
政
の
合
理
化

に
役
立
ち
ま
す
。

●「
住
基
カ
ー
ド
」と
は
？

　
お
住
ま
い
の
市
区
町
村
で
交
付
を

受
け
ら
れ
る
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
に
優
れ

た
I
C
カ
ー
ド
で
す
。
顔
写
真
付

き
の
住
基
カ
ー
ド
を
申
請
す
れ
ば
、

運
転
免
許
証
や
パ
ス
ポ
ー
ト
と
同
様

に
公
的
な
身
分
証
と
し
て
も
使
え
ま

す
。
行
政
手
続
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

で
申
請
で
き
る
電
子
政
府
・
電
子
自

治
体
の
基
盤
と
な
る
も
の
で
す
。

Q

「住基ネット」「住基カード」に
関するQ&A

「
住
基
ネ
ッ
ト
」
の
運
用
開
始

に
あ
た
っ
て
、
ど
の
よ
う
な

手
続
が
必
要
で
す
か
？

外
国
人
住
民
の
方
が
手
続
を

行
う
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

「
住
基
ネ
ッ
ト
」
の
運
用
開
始
に
伴
い
、

外
国
人
住
民
の
方
の
住
民
票
に
住
民
票

コ
ー
ド
（
住
基
ネ
ッ
ト
に
お
い
て
全
国

共
通
の
本
人
確
認
を
行
う
に
あ
た
っ
て

必
要
不
可
欠
な
11
桁
の
番
号
）
が
記

載
さ
れ
、
2
0
1
3
年
7
月
8
日
か

ら
、
そ
の
住
民
票
コ
ー
ド
が
お
住
ま
い

の
市
区
町
村
か
ら
ご
本
人
へ
通
知
さ
れ

ま
す
。
一
部
の
行
政
手
続
に
お
い
て
、

住
民
票
コ
ー
ド
の
記
載
を
求
め
ら
れ
る

場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
住
民
票
コ
ー

ド
通
知
票
は
大
切
に
保
管
し
て
く
だ
さ

い
。

「
住
基
カ
ー
ド
」
は
、
ど
う
す

れ
ば
取
得
で
き
ま
す
か
？

必
要
書
類
を
持
参
し
、
お
住

ま
い
の
市
区
町
村
で
申
請
を

行
っ
て
く
だ
さ
い
。

「
住
基
カ
ー
ド
」
を
取
得
す
る
に
は
、

次
の
書
類
等
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
●

住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
交
付
申
請
書
　

●
写
真
（
写
真
付
き
住
基
カ
ー
ド
を
希

望
す
る
場
合
に
限
る
）　
●
在
留
カ
ー

ド
等
の
証
明
書
　
●
手
数
料
（
無
料
と

し
て
い
る
市
区
町
村
も
あ
り
ま
す
。
詳

し
く
は
、
お
住
ま
い
の
市
区
町
村
へ
お

問
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。）

Q
「
住
基
カ
ー
ド
」
の
交
付
を
受

け
る
際
に
注
意
す
る
こ
と
は

あ
り
ま
す
か
？

A
交
付
の
際
に
４
桁
の
暗
証
番
号

を
設
定
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

生
年
月
日
な
ど
、
他
人
に
分
か
り
や
す

い
数
字
は
避
け
て
く
だ
さ
い
。
住
基

カ
ー
ド
を
使
っ
て
、
市
区
町
村
窓
口
で

本
人
確
認
を
す
る
際
に
、
暗
証
番
号
を

照
合
す
る
こ
と
に
よ
り
、
他
人
へ
の
な

り
す
ま
し
等
を
防
ぎ
ま
す
。

AQA

●一部の行政機関で住民票の写しの提出が省略できる！
●お住まいの市区町村以外でも、住民票の写しの交付（※）が受けられる！
※「住基カード」または在留カード等の提示が必要。
●「住基カード」を持っていれば、転入届の特例（※）が受けられる！
※郵送等で転出届を行うことで、引っ越し時の手続きで市区町村の窓口へ
出向くのは、引越し先の窓口だけで済む。
●「住基カード」に電子証明書を格納することで、電子証明書による本人確
認を必要とする行政手続のインターネット申請ができる！
●「住基カード」を持っていれば、一部の市区町村において、コンビニエン
スストアでの証明書等の交付が受けられる！

「住基ネット」「住基カード」でこんなことができる！

詳しくは、お住まいの市区町村へお問い合わせください。

「住基ネット」・「住基カード」の詳細は、次のＨＰをご覧ください。
『外国人住民に係る住民基本台帳制度について』
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/zairyu.html

MIC
NEWS
Ministry of 
Internal Affairs and 
Communications

June 2013 MIC 16MIC June 201317



News 03

サ
ー
ビ
ス
産
業
動
向
調
査
に
つ
い
て

　
サ
ー
ビ
ス
産
業
動
向
調
査
は
、
サ
ー

ビ
ス
産
業
全
体
の
売
上
げ
や
雇
用
の

動
向
を
毎
月
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
約

3
万
9
0
0
0
の
企
業
や
事
業
所
な
ど
を

対
象
に
実
施
し
て
い
ま
す
。

　
25
年
1
月
か
ら
は
、
企
業
単
位
の
調
査

を
導
入
す
る
ほ
か
、
需
要
動
向
を
新
た
に

把
握
す
る
な
ど
、
調
査
内
容
を
大
き
く
変

更
し
ま
し
た
。
ま
た
、
年
に
1
回
6
月
に

拡
大
調
査
を
実
施
し
ま
す
。

拡
大
調
査
に
つ
い
て

　
拡
大
調
査
は
、
毎
月
の
調
査
対
象

に
約
4
万
3
0
0
0
事
業
所
を
追
加

し
て
実
施
す
る
こ
と
に
よ
り
、
産
業

別
の
年
間
売
上
高
や
事
業
従
事
者
数

に
つ
い
て
、
よ
り
詳
細
な
状
況
を
明

ら
か
に
し
ま
す
。

　
ま
た
、
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る

産
業
政
策
を
的
確
に
行
う
観
点
か

ら
、
都
道
府
県
別
の
動
向
を
把
握
す

る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。 サービス産業動向調査

拡大調査を実施します

サービス産業動向調査実施事務局
フリーダイヤル 7 0120-250-069（平日（土・日・国民の祝日・年末年始を除く））
http://www.stat.go.jp/data/mssi/index.htm

平成25年6月

調査へのご理解・ご回答をお願いします。

サービス産業の売上高の割合（都道府県別）

Q
&

A
Q
調
査
の
対
象
と
な
る
の

は
ど
こ
で
す
か
。

A
毎
月
の
調
査
で
は
、
次

の
よ
う
な
サ
ー
ビ
ス

業
を
営
む
約
3
万
9
0
0
0

の
企
業
や
事
業
所
に
調
査
を
お

願
い
し
て
お
り
ま
す
。
さ
ら

に
6
月
の
拡
大
調
査
で
は
、
約

4
万
3
0
0
0
の
事
業
所
を

追
加
し
て
調
査
を
お
願
い
し
ま

す
。

●
情
報
通
信
業
（
拡
大
調
査
は

対
象
外
で
す
。）

携
帯
電
話
サ
ー
ビ
ス
、放
送
局
、

ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
開
発
、
新
聞

社
　
な
ど

●
運
輸
業
、郵
便
業

鉄
道
、路
線
バ
ス
、タ
ク
シ
ー
会

社
、貨
物
運
送
業
、宅
配
便
、ト

ラ
ン
ク
ル
ー
ム
業
　
な
ど

●
不
動
産
業
、物
品
賃
貸
業

土
地
売
買
、土
地
建
物
仲
介
、レ

ン
タ
ル
ビ
デ
オ
業
　
な
ど

●
学
術
研
究
、
専
門
・
技
術
サ

ー
ビ
ス
業

建
築
設
計
事
務
所
、
弁
護
士
法

人
事
務
所
、行
政
書
士
事
務
所
、

経
営
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
　
な
ど

●
宿
泊
業
、飲
食
サ
ー
ビ
ス
業

喫
茶
店
、ホ
テ
ル
、旅
館
、中
華

料
理
店
、居
酒
屋
、フ
ァ
ミ
リ
ー

レ
ス
ト
ラ
ン
　
な
ど

●
生
活
関
連
サ
ー
ビ
ス
業
、
娯

楽
業

美
容
業
、理
容
業
、ク
リ
ー
ニ
ン

グ
業
、銭
湯
、冠
婚
葬
祭
業
、映

画
館
　
な
ど

●
教
育
、学
習
支
援
業

学
習
塾
、
公
民
館
、
ピ
ア
ノ
教

室
、図
書
館
、ス
イ
ミ
ン
グ
ス
ク

ー
ル
、美
術
館
　
な
ど

●
医
療
、福
祉

病
院
、
内
科
医
院
、
歯
科
診
療

所
、
訪
問
介
護
業
、
老
人
ホ
ー

ム
、保
育
所
　
な
ど
　

●
サ
ー
ビ
ス
業
（
他
に
分
類
さ

れ
な
い
も
の
）

自
動
車
整
備
業
、
廃
棄
物
処
理

業
、
警
備
業
、
労
働
者
派
遣
業
、

ビ
ル
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
業
　
な
ど

Q
何
を
調
査
す
る
の
で
す

か
。

A
月
次
調
査
で
は
月
間
売

上
高
、需
要
の
状
況
、事

業
従
事
者
数
な
ど
を
調
査
し
て

い
ま
す
が
、拡
大
調
査
で
は
、年

間
売
上
高
（
一
部
企
業
は
都
道

府
県
別
）な
ど
を
調
査
し
ま
す
。

Q
ど
の
よ
う
に
調
査
す
る

の
で
す
か
。

A
民
間
調
査
機
関
（
㈱
イ

ン
テ
ー
ジ
リ
サ
ー
チ
と

㈱
サ
ー
ベ
イ
リ
サ
ー
チ
セ
ン
タ

ー
の
共
同
企
業
体
）が
、郵
送
に

よ
り
調
査
票
を
配
布
・
回
収
し

ま
す
。
ご
希
望
に
よ
り
イ
ン
タ

ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
ご
回
答
も
で

き
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
利
用
下

さ
い
。Q

結
果
は
ど
の
よ
う
に
公

表
さ
れ
る
の
で
す
か
。

A
月
次
調
査
は
調
査
し
た

月
の
翌
々
月
下
旬
、
拡

大
調
査
は
調
査
を
実
施
し
た
年

の
12
月
に
速
報
と
し
て
公
表
し

ま
す
。
ま
た
、
よ
り
詳
細
な
結

果（
確
報
）を
取
り
ま
と
め
次
第

公
表
し
ま
す
。

調査票調査票調査票

（※）平成24年経済センサス一活動調査（速報）を用いて集計。ただし、サービス産業動向調査では、
サービス産業の中から「卸売業・小売業」、「金融業・保険業」などが除かれます。

（委託業者）
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神流町役場

恐竜センター

恐竜の足跡

万葉の里

龍松寺

丸岩

鯉のぼり祭り
会場

持倉

みかぼ高原荘

中山神社

白水の滝

町
民
の
温
か
な
も
て
な
し
と

自
然
の
魅
力
を
生
か
し
た
町
お
こ
し

神
流
町
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あかじゃが

PROFILE
◉人口計･･･2,298人
　　（2013年4月1日現在）
◉面積･･･114.69k㎡
◉ HP･･･http://www.
town.kanna.gunma.jp

神流町案内人
神流町役場の
新井さん（右）と
黒澤さん（左）

じゃー麺
特産のあかじ
ゃがを練り込
んだ手打ち麺

群
馬
県
の
南
西
部
に
位
置
す
る
神

流
町
は
、日
本
の
原
風
景
と
も
い

え
る
山
村
の
景
観
が
残
る
町
。
こ
の
山

間
の
静
か
な
町
の
自
然
が
注
目
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
の
は
、「
神
流
マ
ウ
ン
テ
ン

ラ
ン
＆
ウ
ォ
ー
ク
」
の
大
会
が
始
ま
っ
た

４
年
前
。
大
会
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
で
も

あ
る
ト
レ
イ
ル
ラ
ン
ナ
ー
鏑
木
毅
さ
ん

の
提
案
を
き
っ
か
け
に
、
神
流
町
の
資
源

で
あ
る
山
や
川
な
ど
の
自
然
を
生
か
し

た
ト
レ
イ
ル
ラ
ン
ニ
ン
グ
コ
ー
ス
を
整
備

し
、
大
会
を
企
画
。
神
流
町
ら
し
さ
を

取
り
入
れ
た
内
容
が
支
持
を
集
め
、
今

で
は
日
本
の
ト
レ
イ
ル
ラ
ン
の
大
会
の
中

で
も
1
、
2
を
争
う
ほ
ど
の
人
気
に
な

り
ま
し
た
。
現
在
の
設
定
コ
ー
ス
は
、
50

㎞
の
ス
ー
パ
ー
シ
ン
グ
ル
・
ス
ー
パ
ー
ペ
ア

ク
ラ
ス
、
40
㎞
の
ロ
ン
グ
コ
ー
ス
、
27
㎞
の

ミ
ド
ル
ク
ラ
ス
。コ
ー
ス
を
新
設
し
た
り
、

海
外
か
ら
有
力
選
手
を
招
待
す
る
な

ど
、
回
を
重
ね
る
ご
と
に
成
長
を
続
け

て
い
ま
す
。
2
0
1
2
年
に
は
、
そ
の

取
り
組
み
が
認
め
ら
れ
、
平
成
24
年
度

過
疎
地
域
自
立
活
性
化
優
良
事
例
表

彰
団
体
に
決
定
し
、
総
務
大
臣
表
彰
を

受
賞
し
ま
し
た
。

　

町
を
流
れ
る
神
流
川
は
、
関
東
一
の

清
流
と
い
わ
れ
、
夏
の
川
遊
び
や
渓
流

釣
り
の
名
所
と
し
て
も
知
ら
れ
て
い
ま

す
。
さ
ら
に
、
恐
竜
の
足
跡
化
石
が
発

見
さ
れ
た
恐
竜
王
国
で
も
あ
る
神
流

町
。
過
疎
や
高
齢
化
の
問
題
を
抱
え
つ

つ
も
、町
の
魅
力
を
伝
え
、そ
の
資
源
を

生
か
し
て
い
く
べ
く
、さ
ま
ざ
ま
な
取
り

組
み
が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

LandScape神流絶景

豊かな山 と々清らかな神流川。
ありのままの自然の魅力を
最大限に生かした町づくり。

1  神流町一望
1000ｍ級の西上州の山々に抱かれた神流町。ど
こか懐かしい日本の原風景が残っている
2  化石発掘体験
白亜紀前期の地層が露出している体験地では、事
前予約制で化石発掘を楽しめる
3  龍松寺のしだれ桜
樹齢350年を誇るしだれ桜。満開時にはライトアッ
プも行われる。見頃は4月上旬ごろ
4  神流川の丸岩
神流川の真ん中にある、周囲50ｍ、高さ15ｍの大
きな岩。岩の上には大明神を祀る小さな祠がある
5  持倉集落
天空の里とも呼ばれる標高1000ｍの持倉集落か
らの眺め。秩父の山々を望む絶景が広がる
6  白水の滝
鍾乳洞もある石灰岩の山・叶山から湧き出している
美しい滝。苔の間を白い水が流れ落ちていく
7  恐竜センターの「ライブシアター」
恐竜の生態をドラマティックに再現した、迫力満点
のロボットシアター。恐竜時代へタイムスリップ！
8  神流マウンテンラン＆ウォーク
毎年11月に開催される秋の一大イベント。第5回大
会は2013年11月10日（日）に開催決定
9  神流鯉のぼり祭り
ゴールデンウィーク恒例の鯉のぼり祭り。約800匹の
鯉のぼりが神流川に掲げられ、多くの人でにぎわう
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日本一あたたかいレース

Mountain RUN & Walk
地方力

01

神流マウンテンラン & ウォーク

1 32

4

5 7 86

個性豊かな山の魅力を伝える
トレイルランレース

今
季
で
5
回
目
と
な
る
「
神
流
マ
ウ

ン
テ
ン
ラ
ン
＆
ウ
ォ
ー
ク
」は
、
町

を
あ
げ
て
の
一
大
イ
ベ
ン
ト
。
神
流
町

の
山
や
川
な
ど
の
自
然
を
生
か
し
つ
つ
、

「
神
流
町
ら
し
さ
を
出
し
た
大
会
に
し
た

い
！
」
そ
ん
な
町
民
の
思
い
か
ら
始
ま
っ

た
大
会
で
す
。「
日
本
一
あ
た
た
か
い
レ

ー
ス
」
と
称
さ
れ
る
ま
で
に
な
っ
た
こ
の

大
会
の
最
大
の
特
徴
は
、
な
ん
と
い
っ
て

も
町
民
が
一
丸
と
な
っ
て
取
り
組
ん
で
い

る
こ
と
。
コ
ー
ス
設
置
や
整
備
は
実
行
委

員
会
を
中
心
に
町
民
が
行
い
、
参
加
者
に

配
る
シ
ャ
ラ
の
木
の
ネ
ー
ム
プ
レ
ー
ト
も

手
作
り
。
大
会
前
日
に
は
、
山
村
体
験
や

前
夜
祭
の
ウ
ェ
ル
カ
ム
パ
ー
テ
ィ
ー
も
実

施
し
、
参
加
者
の
気
持
ち
を
盛
り
上
げ
ま

す
。
宿
泊
施
設
が
足
り
な
い
こ
と
か
ら
始

め
た「
民
泊
」も
想
像
以
上
の
反
響
を
も
た

ら
し
ま
し
た
。「
民
泊
」と
は
町
民
の
自
宅

に
泊
ま
る
シ
ス
テ
ム
で
、
各
家
の
温
か
な

も
て
な
し
が
さ
ら
な
る
人
気
を
呼
び
、
今

で
は
民
泊
の
数
が
足
り
な
い
ほ
ど
。
大
会

当
日
も
、
町
民
が
参
加
者
を
さ
ま
ざ
ま
な

形
で
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
て
い
ま
す
。
休
憩

ポ
イ
ン
ト
と
な
る
エ
イ
ド
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

に
は
、
町
民
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
人
た
ち

に
よ
る
手
作
り
の
品
々
が
並
び
、
多
く
の

町
民
が
沿
道
に
出
て
参
加
者
を
応
援
し
ま

す
。
中
で
も
持
倉
集
落
の
お
ば
あ
ち
ゃ
ん

た
ち
に
よ
る
手
打
ち
蕎
麦
は
参
加
者
の
間

で
も
話
題
と
な
り
、
ど
う
し
て
も
蕎
麦
を

食
べ
た
い
と
必
死
で
走
り
抜
け
て
く
る
人

も
い
る
の
だ
そ
う
。
参
加
者
が
口
々
に
語

る「
も
う
一
度
、
こ
こ
で
走
り
た
い
」と
い

う
理
由
は
、
決
し
て
コ
ー
ス
の
良
さ
だ
け

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
神
流
町
で
の
大
会
が

人
気
を
博
し
た
背
景
に
は
、
町
民
と
の
触

れ
合
い
や
温
か
な
も
て
な
し
が
あ
っ
た
か

ら
。
大
会
の
歴
史
は
ま
だ
始
ま
っ
た
ば
か

り
。
こ
れ
か
ら
も
よ
り
多
く
の
参
加
者
を

魅
了
し
て
い
く
こ
と
で
し
ょ
う
。

m参加者に配られ
るシャラの木のネ
ームプレート（右）。
大会DVD（左）も
販売される

❶ゴールゲート
も杉の葉を使っ
た町民の手作り 
❷山道は腐葉土
が多くふわっふわ
で走りやすい 
❸沿道では町民
が参加者に熱い
声援を送る

n右から、大会実行委員長、大
会プロデューサーの鏑木さん。
鏑木さんは群馬県出身で、国
内のトレイルランの第一人者

lコース沿いに置かれ
た案内板は、山歩きが
趣味な町の診療所の
ドクターによる手作り

❹大会当日は、選手の休憩所
としてボランティアで自宅を開
放している持倉集落の岩崎さ
ん　❺前夜祭の鮎の塩焼き
に使う竹串も町民が準備 ❻
大盛り上がりの前夜祭・ウェ
ルカムパーティー　❼なるべく
集落を通るようにコースが設
定された　❽大会名物ともい
える持倉集落の手打ち蕎麦

地方力

02Dinosaur足跡化石

恐竜センター

ライブシアターや骨格標本など
触って楽しむ体験型施設

昭
和
60
年
に
日
本
初
と
な
る
恐

竜
の
足
跡
化
石
が
発
見
さ
れ

た
神
流
町
。
そ
の
前
年
に
は
恐
竜

の
骨
も
見
つ
か
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、

昭
和
62
年
に
恐
竜
セ
ン
タ
ー
を
オ
ー

プ
ン
。
平
成
8
年
に
は
モ
ン
ゴ
ル
と

の
交
流
も
進
め
、
日
本
で
も
有
数
の

恐
竜
研
究
の
拠
点
と
し
て
活
動
が

続
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
展
示
物
を
見

る
だ
け
で
な
く
、
触
っ
て
、
体
験
し
な

が
ら
学
べ
る
の
が
特
徴
の
恐
竜
セ
ン

タ
ー
は
、
子
ど
も
達
に
大
人
気
！　

乗
る
こ
と
も
で
き
る
テ
ィ
ラ
ノ
サ
ウ

ル
ス
の
標
本
や
、
リ
ア
ル
な
表
情
を

し
た
恐
竜
が
登
場
す
る
迫
力
満
点

の
ラ
イ
ブ
シ
ア
タ
ー
は
必
見
！　

ま

た
、
シ
ジ
ミ
や
巻
貝
な
ど
の
化
石
発

掘
体
験
が
で
き
た
り
、
化
石
の
複
製

を
つ
く
る
レ
プ
リ
カ
作
成
体
験
な
ど

も
実
施
し
て
い
ま
す
。

nさざなみ岩という波
模様の地層にみられ
る恐竜の足跡化石

o「ティラノサウルスの標本は、触ったり乗ったりしながら骨の細部まで観察できます」と語る学芸員の久保田さん

「神流の涼」
関東一の清流
神流川で川遊びと
涼を楽しむ
夏の人気イベント

Voice

神流町観光協会会長
三木さん夫妻

三木さん夫妻は、体験民宿
「モクん家」を営んでいます

　神流町の夏の風物詩「神流の涼」は、毎年７月下旬
～８月中旬まで開催している川遊びイベントです。「関
東一の清流」と呼ばれる神流川は、水質の良さでは5
年連続関東ナンバーワンという国土交通省からのお
墨付きをもらったほど。その神流川から水深最大1mの
支流を作り、子供たちが安心して川遊びができるよう
に水辺を整備。タイヤのチューブを使った川下りや、魚
釣りなどの体験もできます。川辺には、鮎の塩焼きや
特産のあかじゃがの芋串などの販売もあり、のんびり
と涼を感じながら楽しめる特設の水上桟敷席も用意さ
れています。
川遊びの楽
しさを知り、
夏の思い出
づくりにぜ
ひお越しくだ
さい！
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